
　停留所の移設について

　東ルート左回り「旭台西」停留所

【移設前バス停】尾張旭市柏井町弥栄１６９番地７地先
【移設後バス停】尾張旭市旭台２丁目４番地３３地先
地元自治会から市営バス運行当初に設置していた位置への移設要望があった。移設を実
施することにより、右回り・左回りの停留所が近い場所に設置されることとなり、利用
者の利便性向上に資するため、移設を実施した。なお、移設実施前には移設予定内容を
利用者に周知するとともに利用者が移設に対する意見を表明できる期間を設けたが、特
に意見は出なかった。
→東へ約７０ｍ移設（移設は令和６年１０月１９日付け）
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